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規
則
、
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
、
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア

カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

　
　令
和
七
年
三
月
二
十
五
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
十
六
号 

　
　
　福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
規
則
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

第
二
条
第
八
号
中
「
部
次
長
（
市
町
村
担
当
）
」
の
下
に
「
、
部
次
長
（
原
子
力
安
全
担
当
）
」
を

加
え
る
。 

別
表
第
一
危
機
管
理
部
の
項
中
「
危
機
管
理
総
室
（
危
管
）
」
を
「
危
機
管
理
総
室
（
危
管
）

　原

子
力
安
全
総
室
（
原
安
）
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
障
総
）

　福
島
県
若
松

乳
児
院
（
若
乳
）
」
を
「
福
島
県
障
が
い
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
障
総
）
」
に
改
め
る
。

　

 

　
　
　附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
書
法
務
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
七
号 

福
島
県
不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
不
動
産
鑑
定
業
者
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
九
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
中
「
復
興
・
総
合
計
画
課
」
を
「
復
興
・
総
合
計
画
課
土
地
水
対
策
室
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
復
興
・
総
合
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
八
号 

福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
（
平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

　第
六
条
中
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
男
女
共
生
課
」
を
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
共
生
社

会
・
女
性
活
躍
推
進
課
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
男
女
共
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
十
九
号 

福
島
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

五
年
福
島
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
四
条
第
一
項
第
六
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

　
　
　附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
号 

福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行 

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
五
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
十
四
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」 

を
加
え
る
。 

　
　
　附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号 

福
島
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十

五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養

士
」
を
加
え
る
。 

　
　
　附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号 

福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定 

め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
十
一
条
中
「
栄
養
士
」
の
下
に

「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 
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附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
三
号 

福
島
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る 

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
十
一
項
中
「
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士
」
を
「
事
業
所
の
生
活
相
談
員
、
栄
養
士

若
し
く
は
管
理
栄
養
士
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
四
号 

福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介 

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基 

準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
二
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
十
八
条
中
「
栄
養
士
」
の
下

に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。 

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
高
齢
福
祉
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
五
号 

　
　
　福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

　第
十
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

項

　
　目

検

　査

　方

　法

濁
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
濁
法
、
透
過
光
測
定
法
、
連
続
自
動
測
定
機
器
に
よ
る
透

過
光
測
定
法
、
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測
定
機

器
に
よ
る
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測
定
機
器
に

よ
る
散
乱
光
測
定
法
又
は
連
続
自
動
測
定
機
器
に
よ
る
透
過

散
乱
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
全
有
機
炭
素

Ｃ
）
の
量
）
又
は
過
マ
ン
ガ
ン

計
測
定
法
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
滴
定
法

　

酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

　
　
　
　

大
腸
菌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
定
酵
素
基
質
寒
天
培
地
を
用
い
た
平
板
培
養
法

　
　
　
　

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌

　
　
　
　
　
ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号 

　
　
　福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

　第
五
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

項

　
　目

検

　査

　方

　法

濁
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
濁
法
、
透
過
光
測
定
法
、
連
続
自
動
測
定
機
器
に
よ
る
透

過
光
測
定
法
、
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測
定
機

器
に
よ
る
積
分
球
式
光
電
光
度
法
、
連
続
自
動
測
定
機
器
に

よ
る
散
乱
光
測
定
法
又
は
連
続
自
動
測
定
機
器
に
よ
る
透
過

散
乱
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ

有
機
物
（
全
有
機
炭
素
（
Ｔ
Ｏ
Ｃ
）
の
量
）
は
全
有
機
炭
素

Ｃ
）
の
量
）
又
は
過
マ
ン
ガ
ン

計
測
定
法
、
過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
は
滴
定
法

　

酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量

　
　
　
　

大
腸
菌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
定
酵
素
基
質
寒
天
培
地
を
用
い
た
平
板
培
養
法

　
　
　
　

レ
ジ
オ
ネ
ラ
属
菌

　
　
　
　
　
ろ
過
濃
縮
法
又
は
冷
却
遠
心
濃
縮
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　

附

　則 

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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